
誰もが働きやすい現場環境整備工事実施要領 新旧表 

旧 新 

 

（工事名） 

第７条 工事名については、愛知県実施要領第７条に準じて実施するもの

とする。 

 

 

（削除） 

 

（特記仕様書） 

第８条 特記仕様書については、愛知県実施要領第８条に準じて実施する

ものとする。 

 

（特記仕様書） 

第７条 特記仕様書については、「本工事は、誰もが働きやすい現場環境整備

工事実施要領に記載する「誰もが働きやすい現場環境整備工事」の対象

工事とする」と記載するものとする。 

 

 


